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府中市教育委員会会議録 

１ 開会の日時 
令和５年８月２２日（金）  教育センター 会議室 
（令和５年第１０回）     １３時３０分 開会 

 
２ 出席委員 

荻野教育長、高橋委員、和知委員、藤井委員、森山委員（５人） 
 

３ 委員以外の出席者 
門田教育部長 大森教育政策課長 大川学校教育課長 
道田教育政策課文化財室長 長岡教育政策課主幹 津田学校教育課主幹 
小寺学校教育課主幹 竹内学校教育課主幹 和田教育政策課教育推進係長 
 

４ 会議に付した議案の題名 
第２１号 過疎地域持続的発展計画の変更について 
     （教育委員会の所掌に係るものに限る。） 
第２２号 府中市文化財保護条例の一部改正について 

第２３号 令和４年度府中市一般会計歳入歳出決算認定について 
     （教育委員会の所掌に係るものに限る。） 
第２４号 令和５年度府中市一般会計補正予算（第５号）について 
     （教育委員会の所掌に係るものに限る。） 
第２５号 令和６年度使用教科用図書のうち特別支援学級において使用する教 
     科用図書の採択について 
 

５ 審議の大要並びに結果の概要 
議案５件について審議を行い、同意の議決を得た。 

 
６ 議決事項 

議案第２１号 承認  議案第２２号 承認  議案第２３号 承認 
議案第２４号 承認  議案第２５号 採択   
 

７ 協議事項 
なし 
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８ 報告事項 
（１）荻野教育長 

・ＡＬＴ（外国語指導助手）について 
 

（２）門田部長 
 

（３）教育政策課 
・「熱中症対策標語コンテスト」表彰式について 
・歴史資料館の管理運営体制の見直しについて 
・市民プール整備事業に係る発掘調査業務について 
 

（４）学校教育課 
・学校の状況等について 
 

９ その他 
なし 

 
次回  ９月２１（木）午後１時３０分～ 
次々回 令和５年１０月２０日で調整 

１８時０５分 終了 
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教育委員会会議（１０回） 

 

教育長   それでは皆様、こんにちは。 

      先週末の小学校及び義務教育学校前期課程の教科書採択に当たり長時

間にわたり、ありがとうございました。改めて来年度の小学生に、手に

届く教科書の採択ということで、その重要性を改めて感じたところでご

ざいます。本日も教科書採択案件がございますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

      いよいよ明日から学校の２学期が始まるということで、来週２９日か

らは中学校２年生、府中学園の８年生、府中明郷学園の７年生の全体で

２５８名の生徒がキャリア体験学習に参加をいたします。市内の１０８

の企業等に御協力いただき取組をスタートする予定でございます。その

受け入れ先の一つとして和知委員のＭＧユースなどもあるということ

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

      それでは、本日も少し時間を要する案件がございますので、早速令和

５年の第１０回の教育委員会会議を開催いたします。 

      まず会議録署名者の指名をいたします。高橋委員、森山委員よろしく

お願いいたします。 

      それでは、会議録の承認に入ります。前回の会議について事務局の報

告を求めます。 

      和田係長。 

和田係長  それでは失礼いたします。 

      令和５年第９回会議について御報告いたします。 

      第９回会議は、令和５年８月１８日金曜日、午後１時３０分から教育

センター会議室において、教育長、教育委員全員と門田教育部長ほか事

務局６名の出席で開会いたしました。議案は２件で教育委員会規則の改

正に関わるものが１件、教科書用図書の採択に関わるものが１件でした。

会議の冒頭で、教科用図書の採択に関わる議案について、会議の公開・

非公開の取り扱いを確認し、委員全員の同意に会議を公開とすることに

決しました。 
      まず議案第１９号 府中市教育委員会外国青年公舎管理規則の一部改

正について、語学指導等を行う外国青年の幅広い人材確保のための所要

の整備であることを確認し、可決いたしました。 
      続いて、議案第２０号 令和６年度小学校及び義務教育学校前期課程

において使用する教科用図書の採択について、１３種目ごとに審議を行
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い、採択しました。 
     そのほかの事項はなく、次回開催日程を確認し、会議の全てを１８時  

１５分に終了しました。 

     前回の会議については以上でございます。 

     また、本日お手元に資料として先ほど申し上げた前回の会議において小

学校及び義務教育学校前期課程で使用する教科用図書について採択さ

れた結果の一覧を机の上に置かせていただいております。御確認のほう

をお願いいたします。この採択の結果ですけれども、決裁終了後すぐに

ホームページにおいて公表する予定になっております。 

      以上でございます。 

教育長   それでは会議録の承認を求めます。御異議ございませんでしょうか。 

      （異議なしの声） 

教育長   異議なしと認めます。 

      会議録の承認をいたします。 

      それでは、本日の議案に移ります。 

      本日は、議案が５件で、９月市議会定例会に提出される議案について

府中市長から意見聴取を求められているものが４件と、特別支援学級で

使用する教科用図書の採択に関わるものが１件でございます。 

      ここで議案に入る前に、本日の議案第２５号について、公開・非公開

についてお諮りをしたいと思います。 

      議案第２５号は、令和６年度使用教科用図書のうち特別支援学級にお

いて使用する教科用図書の採択についてでございます。この議案では児

童生徒一人一人について必要な支援の状況に基づき審議をするもので

ございますので、この議案については非公開にしたいと考えますが、い

かがでしょうか。 

      （異議なしの声） 

教育長   それでは、出席委員全員の同意を得ましたので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、議案第２５号の議

案は非公開とすることといたします。 

      本日の会議ですけれども、議案の第２１号から第２４号の審議をした

後に、先に協議報告事項を行います。その後に議案第２５号の審議を非

公開で行うことといたします。 

      それでは、議事に入ります。 

      まず議案第２１号 過疎地域持続的発展計画の変更について(教育委

員会の承認を諮るものに限る)を議題といたします。 
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      提案説明をお願いします。 

      大森課長。 

大森課長  議案の第２１号 過疎地域持続的発展計画の変更、教育委員会の所掌

に係るものでございます。議案集の２ページを御覧ください。 

      過疎地域持続的発展計画の変更、これは過疎地域の持続的発展支援に

関する特別措置法の規定によりまして、過疎地域持続的発展計画の一部

を変更することについて市議会の議決を求めるというものです。この過

疎地域持続発展計画に載っておりますのは、この計画を定めて議会の議

決を得ることで、財源的に大変有利で、交付税措置などされる過疎債を

財源に活用できます。この事業を追加、一部改正に当たって議会の議決

が必要というものでございます。 

      ３ページを御覧ください。３ページの上段が現在の計画、市道、（２）

農道、（５）鉄道施設等ございます。下段が今度、変更後です。市道の

ところ（１）の市道のところを御覧いただきますと、現状の計画３項目

３路線ありますけれども、変更後は７路線７か所ございます。このうち

の上から五つ目、横井府中学園歩道橋補修、橋長Ｌ＝４８．０メートル

というものがあります。これは府中学園の北側ビックキューブのほうへ

行く交差点にかかっている歩道橋、屋根がついた歩道橋のことでござい

ます。老朽化、経年劣化等による老朽がございまして、今後、調査、設

計、改修ということに係って今度の過疎の計画に含めるというものでご

ざいます。 

      実はこれは教育財産ではございませんで道路、いわゆる歩道橋、道路

構造物なんですけれども、児童生徒が利用しているということから、教

育委員会の意見が求められているということでございます。 

      議案第２１号以上でございます。 

教育長   ただいま事務局から提案説明がございましたけれども、御質疑があり

ましたらお受けをいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

      それでは、採決をいたします。 

      原案のとおり承認いたしたいと思います。御異議ございませんでしょ

うか。 

      （異議なしの声） 

教育長   異議なしと認めます。よって議案第２１号を承認といたします。 

      続いて議案第２２号 府中市文化財保護条例の一部改正についてを議

題といたします。 

      提案説明をお願いします。道田室長。 
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道田室長  議案第２２号 府中市文化財保護条例の一部改正について御説明をさ

せていただきます。議案集の７ページをお開きください。 

      府中市文化財保護条例の一部改正ということでございます。教育行政、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定によって府

中市長から府中市の文化財保護条例の一部改正について意見聴取があ

ったので、教育委員会委の意見を求めるものでございます。 

      提案理由として、市内の歴史的建造物の効果的な活用を促進すること

を目的とし、一定の基準を満たした歴史的建造物について歴史的・文化

的な価値を損なうことなく改修を行うために、今回のこの議案を提出さ

せていただいておりますが、もう少し踏み込んで説明をさせていただき

ますと、別添の資料をおつけしておりまして、府中市文化財保護条例の

一部改正についてという資料があるんですけれども、そちら見ていただ

きます。 

教育長   この２枚ものの資料になるんですかね。 

道田室長  そちらを基に説明させていただきますと「翁座」、それから「恋しき」

といった市が所有する歴史的建造物がありますけれども、今回のこの条

例の改正によって新設する特定歴史建造物として登録するという制度

になります。現状変更の規制及び保存のための措置を講じた歴史的建造

物として、今回、いわゆる建築基準法の適用除外が受けられるような状

態にしますということでございます。これを受けて効果的な改修が行う

ことが今後可能になってくるということでございまして、構造としまし

ては一部改正ということで、ここに上がっております第１５条から第２

２条がそちらに対応する条文であって、その条文を今回新たに今までの

文化財保護条例につけ加えたという内容になってございます。 

      説明は以上でございます。 

教育長   ただいま事務局から提案説明がございました。御質疑がありましたら

お受けをいたします。いかがでしょうか。 

      では、私から１点質問というか、説明を追加でお願いしたいんですけ

ども、歴史的・文化的価値を生かした改修工事、具体的にはどういう本

来、工事をしなきゃいけないものをこういう工事にこれをする、条例の

一部改正によって、工事の景観がどう変わっていくのかっていうイメー

ジをもう少し聞かせていただければ。 

道田室長  根拠となる条例をつくろうとしているんですけども、現在の「恋しき」

「翁座」というのは、現在の建築基準法でいうと既存不適格な状態とな

ります。今の建築基準法の基準で建てられていないための歴史的な建物
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でございます。このままの状況ですと、建築基準法に適用するような内

容の改修工事をしようとしますと、外観的な耐震性、強度を保たせるた

めの何かアウトフレームであるとか、「翁座」でいうと、あの巨大空間

の中に、中に柱が増設しなきゃできませんよということになるわけです

が、そうすると景観であるとか、そうしたところから歴史的・文化的な

価値を著しく損なってしまうという状態が起こってしまいます。そのた

め、今回の条例を改正することで代替措置、いわゆる耐震性については、

そういった景観を損なうことのないところで耐震性を上げることが可

能となります。それから、防災に関しても人を配置するとか、使い方で

工夫することで、現建築基準法の適用を除外させているということを認

めていただくというものになっております。 

      以上です。 

教育長   御質問いかがでしょうか。観光という観点で高橋委員さん何か御質問

はありますか。 

高橋委員  あり過ぎてあれなんですけど、この条例の一部改正は今回の９月議会

に上程されていて、全て受託されるんですか。 

教育長   議会で。 

高橋委員  議会で。９月議会だけ。その後すぐ、そういった改修のほうに進んで

いけるんですか。 

道田室長  程度にもよると思います。建築基準法に適合するようなものであれば、

この物件がちゃんと特定の歴史的建造物として登録されているものな

んですよということになれば、建築基準法の特定行政庁というのは今、

広島県になりますので、県の建築審査会がそういう根拠を持っている建

造物で改修工事を行うものなんですねっていうことで認めていただく、

同意をいただく。ですが、それがなければ通常の、もしくは建築基準法

の適用をしない程度の改修整備である、要は小規模のものであれば適用

除外条例を適用することはないんですけれども。いずれにしても、これ

から「恋しき」にしても、「翁座」にしてもどういう改修工事を設計さ

れますか、具体的にどういうふうなものにされますかっていうことが決

まらないと、それができるか、できないか、別にするか、しないかは別

としても条件整備として整えておかないといけないという状況になり

ます。 

教育長   なので、それ以前は最低限の条件整備をした上で、あとは活用方法と

それに見合う工事を並行で計画していくということになります。 

      ほかよろしいでしょうか。 
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      森山委員。 

森山委員  すいません、先ほど御説明いただいた内容かもしれないんですけど、

建築基準法の適用除外、いわゆる基準が緩和されるっていうことで、工

事の内容はまだ決まってないと思うんですけど、工事終わった後の利用

方法というのは、何かちょっと制限が出てきたりするんでしょうか。 

教育長   道田室長。 

道田室長  もちろんそうです。例えば、そうですね２方向避難である場合は人を

配置しなさいとか、排煙設備をしなさいとか。あとは耐震性を持たせる

部分においても、壁の中で十分ではないかもしれないけど強度を上げる

ことができますよと。耐震調査を行っていますので、どのぐらい揺れが

くればどういった状態になるっていうデータは持っておりますので、そ

うした中で強度をどれぐらいまで上げることができるかっていうこと

をもしそこに影響する工事をするときにはそれを整備するということ

になると思います。 

森山委員  分かりました。 

教育長   御質問これでよろしいでしょうか。 

      それでは、採決をいたします。 

      原案どおり承認いたしたいと思います。御異議ございませんでしょう

か。 

      （異議なしの声） 

教育長   御異議なしと認めます。よって、議案第２２号を承認といたします。 

      続きまして議案第２３号 令和４年度府中市一般会計歳入歳出決算認

定について（教育委員会の所掌に係るものに限る）を議題といたします。 

      提案説明をお願いします。 

      大森課長。 

大森課長  それでは、府中市一般会計歳入歳出決算認定について御説明いたしま

す。先にこの薄いほうの決算資料、円グラフのある資料から、これを説

明させていただきます。 

      こちらの決算資料を１枚めくっていただきます。これは全体的な状況

でございます。歳入歳出決算の構成で、上の段が歳入、下の段が歳出と

いったものです。歳入は全体で２２６億５，２６１万８千円。歳出は、

２１７億３，８１４万６千円となっておりまして、下の円グラフのとこ

ろを見ていただきますと教育費は、１７億３,１３７万７千円。これは全

体の歳出の８％程度を占めております。後ほど決算書のほうも説明しま

すけれども、この教育費の額と若干相違がありますのは、全国で比較で
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きるように若干金額が調整されております。 

      続いてこの決算歳入歳出決算書の１１ページと１２ページを御覧くだ

さい。１１ページの左の上から３段目になりますが、１０款の教育費で

ございます。左のページの一番左、支出済額、教育費の全体の支出済額

は、１７億２，５９３万５，３５０円でございます。また繰り越しとし

て４億６，１６８万円、合わせますと２１億８，７００万程度の予算と

いうふうになっています。 

      続いて先ほど言いました教育費１７億２，５００万円の内訳でござい

ます。１番目の教育総務費これが約５億円。続いて小学校費が１億  

５，８９０万２千円。中学校費が１億３，９５０万５千円。社会教育費

３億３，５９３万２千円、３億３，６００万円程度。続いて市長部局の

社会体育費２億６,１５８万３千円。最後に６番目の学校給食費３億  

２，９１１万８千円となっております。 

      続いて歳出の説明、２２５ページを御覧ください。２２５ページから

歳出の内訳等について載っていますので、説明させていただきます。先

ほど言いました２２５ページになります。教育総務費、約５億円。説明

しますのは項、目１の教育総務費で、１の教育委員会費とか、その下へ、

２の事務局費とかありますが、目と右のページの支出済額というところ

を主に説明させていただきます。そして内訳は、一番右の備考というと

ころに載っております。 

      まず、教育総務費５億円の科目でございますけども、大きく四つの科

目が上がっております。２２５ページにございます教育委員会費、そし

て、２事務局費、続いて２２９ページめくっていただいて、２２９ペー

ジの目の欄３目の教育振興費、そして、また飛んで２３５ページ、５番

特別支援教育振興費という四つの科目から教育総務費はなっています。 

      ２２５ページ、２２６ページに戻ってください。１番の教育委員会費

でございます。これは２２０万５，６６０円。備考欄を見ていただきま

すと、これは教育委員会活動に要する経費でございます。 

      続いて左の２番、事務局費です。これが２億３，２１３万４，０７４

円。続いて３番、２２９ページの３目の欄３教育振興費でございます。

教育振興費は、２億３，２０９万２，３７２円。上から外国語指導助手、

ＡＬＴの報酬に係る経費、一般事務経費。これは会計年度職員（図書館

職員ほか）の報酬等でございますが、このようになっております。また

２３４ページにいきますと上から学校教育課各種事業の就学援助費で

すとか、適応指導教室、現在の教育支援センターに要する経費、小中一
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貫教育費、遠距離通学等の事業に投じております。 

      めくっていただきまして２３５ページ、目の欄５目の特別支援教育振

興費でございます。これは支出額３，４４３万５，５７９円。備考の欄

見ていただきますと主には特別支援教育支援員の人件費等でございま

す。教育総務費でございますけれども、人件費や施設管理など経常経費

が主なものでございます。 

      続いて、同じく２３５ページの項、項の欄２小学校費の目の学校管理

費。小学校費には学校管理費しかございませんけれども、支出額は１億

５，８９２万６，５０３円。そして、５年度に１億６，４００万程度繰

り越しをしています。繰り越ししておりますのは、エレベーターですと

か、空調の工事費を繰り越ししているものです。２３８ページの備考欄

を御覧ください。小学校費の主なもの小学校管理に要する経費、これも

１億以上費やしております。小学校の施設管理経費としまして、修繕や

工事といったところで４，９５６万６千円。これも経費でございます。 

      続いて２３９ページを御覧ください。２３９ページ、左の上、項のと

ころ３の中学校費の目が１学校管理費、中学校費も学校管理費しかござ

いません。支出済額は、１億３，９５０万５，７３０円。ここも同じく

５年度への繰り越し７，０５３万２千円を繰り越ししております。これ

は空調の工事費を繰り越しているものでございます。２４０ページの備

考欄の中段あたり中学校管理に要する経費としまして６，３００万程度。

１枚めくっていただきますと２４２ページ、備考欄中学校の施設管理、

修繕や工事などで７，６１３万９，１８６円の支出となっております。 

      続いて、２４１ページの左、項を見ていただきますと社会教育費でご

ざいます。社会教育費、全部で支出額３億３，５９３万２，８１０、３

億３，５００万円。この社会教育費は三つの科目がございます。一つ目

が２４１ページのほうになります１目社会教育総務費。続いて、２４５

ページ、これは青少年育成に関する費用になります。一緒に経費で説明

します。この青少年育成経費につきましては、７２０万５，０００円。

これは青少年育成市民会議の運営経費でございます。 

      続いて、目の欄３の地域集会所費でございます。これは１，０９８万

８，１２５円。これは地域集会所の経費、主に維持管理経費でございま

す。 

      続いて２４７ページ、目の欄４の公民館費です。これは支出済額   

６，８８１万６，２３７円。これは備考を見ていただきますと公民館の

運営管理に要する経費。そして、公民館事業に要する経費、館長の報酬
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等でございます。 

      続いて２４９ページ、目の欄６番文化財費です。これは文化財費   

７，４３７万６７８円。備考欄を見ていただきますと文化財業務に要す

る経費ですとか、次の２５２ページの備考欄、保存活用計画の策定業務

委託料ですとか、下のほう資料館管理運営委託料、資料館への指定管理

料ですとかこうしたものが主な支出でございます。 

      そして、社会教育経費、最後の７番図書館費。２５２ページにありま

すとおり支出済額は９，３２３万８，７２３円。これは備考の欄にござ

いますように、図書館の管理運営委託料、これが主な支出でございます。 

      続いて、２５３ページの項５番社会体育費でございます。１の社会体

育総務費は本庁のスポーツの関係でございますので、説明は割愛します。 

      ２５７ページを御覧ください。２５７ページ、項の６学校給食費の目

１番学校給食費、ここも学校給食費は一つのみになります。支出は３億

２，９１１万８，９４２円。大きな支出として、最近、光熱費高くなっ

ております。光熱水費２，７００万ですとか、賄い材料費、これが１億

４，８００万。学校給食調理配送業務委託料９，６６７万５千円。こう

した支出が主なものでございます。 

      決算資料の説明は以上でございます。 

      もう一つ主要な施策の成果に関する説明書、教育委員会分抜粋という

ものがございます。今日については、説明は割愛させていただきます。。 

      決算関係の内容は、上でございます。 

教育長   ただいま、事務局から提案説明がありましたけれども、何か追加で御

質問等ございましたらお受けいたしますが、いかがでしょうか。 

      森山委員。 

森山委員  すいません、ちょっといろいろ細かく備考のところに出てくるんです

けど、手数料っていう項目があるかと思うんですけど、手数料っていろ

いろまちまちで数千円のものもあれば、数十万円のものもありまして、

具体的にはどういったものが手数料に含まれるんでしょう。例えば、 

２４２ページの手数料が２７万５，４１５円。割と大きな金額かなと思

うんですけど。 

教育長   事務局から説明できますか。 

      門田部長。 

教育部長  事務局で確認しておきます。 

森山委員  すいません。ちょっとその前のページでも、例えば、２４０ページの

とかでも手数料が５３万８千円とか割と大きい数字があって全体を見
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ると結構太い数字になるのかなと思いまして。 

教育長   ほか御質問はいかがでしょうか。 

      １件もし分かればなんですけれども、給食費の収入はこちらに反映さ

れるものなのかどうか。もし分かれば事務局から教えてください。６６

ページですかね。長岡センター長。 

長岡主幹  決算資料６６ページ備考欄のところ、給食費で６行目ですね、学校給

食費負担分として１億３,４０６万９,８８０円となっています。学校給

食費雑入として、当該年度の収入としています。その一つ、二つ下のほ

う給食費滞納繰越分ということで、過年度、当該年度以前の滞納繰越分

の収入額というふうに歳入に含めて計上しております。以上です。 

教育長   ほか御質問よろしいでしょうか。 

大川課長  先ほどの手数料のこと。 

教育長   大川課長。 

大川課長  すいません、２４２ページの先ほど森山委員さんのほうで御質問いた

だいた中学校施設管理経費の手数料なんですが、これは、第一中学校の

エレベーター工事等にかかる県への申請の費用であるとかそういった

工事を申請する際に県に支払っている手数料を合算したものです。それ

から、２４０ページの中学校管理に関する経費の中の手数料こちらも 

５３万８，７８５円は、ピアノの調律であるとか、新しく教頭先生にな

られた人の防火管理の講習を受講するための受講費であるとか、あと秤

がそれぞれの学校にあるんですけども、その秤を調節する手数料である

とかそういったもろもろの諸経費を合算したものがこちらの手数料と

いう形で金額のほうを上げさせていただいているところです。 

教育長   手数料になるものと表に出るもので額で手数料になったりするという

ことですか。小さいものは出てこないということですか。 

大川課長  そうですね、予算書の時点ではもう細かく項目だけ出してあるんです

けど、決算書になったときには、そこまで細かに分類をしてないので手

数料というような形でまとまっているというようなところはございま

す。 

森山委員  じゃ、何となくイメージ的には一般的な企業での会計でいうとちょっ

と雑費的な扱いですかね。何かいろんなものが含まれるということです

ね。 

教育長   一般的に手数料を取る銀行の振込手数料みたいなのは、よく手数料と

して使われている。 

森山委員  そうですね。 



13 

教育長   使われてるけど、今の説明でその他もろもろの手数料という枠に入っ

た形で掲載されているということですね。 

森山委員  分かりました。ありがとうございます。 

教育長   ほか、いかがでしょうか。採決の中に判断材料として聞いておきたい

っていう部分は、是非していただければと思います。 

      １件だけ教えていただきたいんですけども、決算認定に当たり令和４

年度の決算なんだと思うんですけど、昨年度からには光熱水料が大幅に

高騰していますね。大体、肌感覚でもいいんですけど何％ぐらい令和３

年度に比べて増えているのか。教育費の総額はあまり変わってない中で、

光熱水量の割合が増えてきていると思うんですけど、１０％ぐらいです

か。 

大森課長  例えば、給食のところは、単体の予算ですのでイメージ的に４、５０％

というようなところで。当然感覚ですけれども。ただ、補正予算で組ん

だ電気代を１２月とか３月で補正を組まないと賄えないぐらいの話か

なと。 

教育長   皆さん、いかがでしょうか。 

高橋委員  一つ最後にいいですか。体育関係の社会体育費なんですけど、業務内

容は本庁に移行して、予算というか費用面に関しては教育委員会に残っ

ているっていうのは、これはいつまでこういった状況が続くんでしょう

か。 

教育長   事務局、答えられますか。 

大森課長  すいません。明確な答えはちょっと持ち合わせていませんが、確かに

ここの予算を市長部局のほうが、本来ならというか、社会体育、スポー

ツについては。 

高橋委員  ここにまだ業務があれば別に気にならないんですけど、業務内容だけ

があちらへ本庁に行って、こうやって費用面だけこちらに残ってるって

いうのがどうなのかなという。 

教育長   ただ、予算要求をしているわけではないので、何ていうんですかね、

款が教育ということであって、社会体育に関係する予算要求であったり、

手続面の部分は本庁にもう移っている位置づけで、款については教育費

にはなってはいるんですけれども。それはこちらで組織改編した中で、

款まで動かしたときに、また戻したときにまた款を動かすのかっていう、

何ていうんですかね、大きく言えば教育費という項目で分類していたほ

うが経年変化が見やすいんじゃないかなと思われるんですけども。 

大森課長  あと一つ、ここも説明できないかも分かりませんが、９ページです。
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決算書の９ページを御覧いただきますと歳出には１番議会費から総務

費、民生費こうやって見てみますと、ずっといって次のページの１０ペ

ージの１０款の教育費っていうのは、一番ふさわしいところかなという

ような感じでも思います。６の建設関係でもございませんし。 

教育長   よろしいでしょうか。 

高橋委員  よいです。 

教育長   ほかに御質問よろしいでしょうか。和知委員さん、藤井委員さんはい

かがでしょうか。 
藤井委員  ありません。 
教育長   それでは、採決に入らせていただきたいと思います。 
      それでは、原案のとおり承認をいたしたいと思いますが御異議ござい

ませんでしょうか。 

      （異議なしの声） 

教育長   御異議なしと認めます。よって、議案第２３号を承認といたします。 

      続いて議案第２４号 令和５年度府中市一般会計補正予算（第５号）

について、教育委員会の所掌にかかるものに限るを議題といたします。 

      提案説明をお願いいたします。 

      大森課長。 

大森課長  議案第２４号 令和５年度府中市一般会計補正（第５号）について教

育関係分を説明させていただきます。こちらの府中市補正予算書並びに

予算に関する説明書を御覧ください。これをめくっていただきますと６

ページ、左上に第３表債務負担行為補正というものがございます。追加

しています２段目に、府中明郷学園通学バス運行業務委託料でございま

す。これは以前御説明させていただきました令和６年度から令和９年度

までの通学バス運行業務の入札にかけるために、このたび １億   

９,７９９万１千円の３年間の予算、債務負担行為というものを計上す

るものです。先ほど電気代等の物価高騰等、教育長からありましたけれ

ども、契約ベースでいいますとやはり物価高騰等の影響などから２割か

ら３割程度の経費が増えるんではないかというふうに今のところあく

までも見積もっているところでございます。教育委員会の補正予算は、

以上債務負担行為だけでございます。 

教育長   では、ただいま事務局から提案説明がございました。御質疑があれば

お受けいたします。いかがでしょうか。 

教育長   補正予算案歳出につきましては、社会体育費ということなので、こち

らではないんですけれども債務負担行為ということで、来年から３年間
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府中明郷学園の通学バスに係る費用としての上限ですね。この上限の中

で今度、契約を結んでいっているということになります。よろしいでし

ょうか。 

      （なしの声） 

教育長   それでは、採決をいたします。 

      原案のとおり承認をいたしたいと思います。御異議ございませんでし

ょうか。 

      （異議なしの声） 

教育長   異議なしと認めます。よって議案第２４号を承認といたします。 

      続いて、協議報告事項に入ります。 

      委員の皆様から協議事項等ございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

      （なしの声） 

教育長   次に報告事項に移ります。 

      まず私のほうから１点報告をさせていただきます。 

      報告事項としては、先日皆様にも紹介をさせていただきましたＡＬＴ

の外国語指導助手についてでございます。府中市にはこれまで３名の配

置、昨年の途中まではもう１名が民間の会社から１名を派遣いただいて

４名で配置をしていたところなんですけれども、この７月後半から８月

前半にかけてが基本的にはＡＬＴの交代といいますか、継続なのか、交

代をするのかっていうところの交代の時期になるんですけれども、この

たびアメリカ、そして、カナダから来日して１年の勤務をされておりま

した２人が勤務を終了しまして、母国でそれぞれ新しい学びをスタート

させているという状況です。その後、先日紹介をさせていただきました

１０名のＡＬＴが各学校に配置となり勤務をスタートさせております。

この１０人以外には５年目でオーストラリアから来ております１名が

継続して勤務をしているところでございます。今年度は各学校に必ず配

置をするという体制で進める予定でございまして、秋口にもう１名が来

日する予定でございまして、計１２名のこの体制で進めてまいります。 

      スケジュールですけれども、１０名は今週いっぱい県で日本語研修を

行っておりまして、継続のＡＬＴは既にもう学校配置で明日から子供た

ちと出会うわけでございますけれども、残りの１０名は今週研修を終え

て２８日から各学校勤務となりまして初めての児童生徒と出会うとい

う予定となっております。 

      私からの報告は以上です。 
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      次に教育部長よろしいですか。 

教育部長  いえ、ありません。 

教育長   和田係長。 

和田係長  すいません。それでは机の上のほうに置かせていただいております熱

中症対策標語コンテストの表彰式についてです。資料をご覧ください。

これは府中市と包括連携協定を結んでおります大塚製薬株式会社と連

携いたしまして今年度、熱中症対策標語コンテストを開催いたしました。

このコンテストは７月にですね、熱中症を防ぐあなたの一言ということ

で募集をかけまして、学校や老人大学、公民館等で市全体の取組を行い

ました。資料のほうをつけさせていただいておりますけれども、小学校・

義務教育学校前期課程部門、それから、中学校・義務教育学校後期課程

部門、それから、一般部門と三つの部門で９名の方が受賞されまして、

昨日ｉ－ｃｏｒｅＦＵＣＨＵにおきましてその授賞式を行ったところ

でございます。熱中症について考える機会を持つことができ、熱中症予

防の推進活動といった形で取組を行うことができました。報告でした。

以上です。 

教育長   道田室長。 

道田室長  私からは２点報告させていただきます。 

      １点目は歴史資料館の管理運営体制の見直しについてというところで、

先ほどの和田係長から説明あった標語の資料を１枚めくっていただい

て３枚目になるんですけれども、現在、今年度中に今、指定管理２館で

まちづくり振興公社に任せています、指定管理を任せています歴史資料

館２館についての運営体制を今般見直しとなりました。このたび上下の

歴史資料館については上の表にもあるんですけれども、右にあるとおり

Ｒ６年からの４月１日からは指定管理として運営をしていこうという

ことで公募をしていこうと。それから土生の歴史民俗資料館については

直営ということで運営の方針については、それぞれ二館についてその特

性を考えたときにこうした運営形態がよろしかろうということで方針

を決定しました。 
      今後のスケジュールということで２として示させていただいているん

ですけども、上下の歴史民俗資料館については先ほども申しましたよう

に重複になりますが、指定管理者を今後、公募により決定してまいりま

す。指定管理の期間なんですけども、６年度、令和６年度４月１日から

令和１１年度３月３１日までの５年間の期間の中で管理をお願いしよ

うと考えております。現在９月８日までの中で指定管理者を募集してい
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る状況になります。今後なんですけども、１２月指定管理者を審査しま

して１２月の議会には指定管理の債務負担行為、予算でいうところの議

案とそれから指定管理者が決定しますので、その指定についての議案の

２本を議案として上程する予定になっております。 
      それから、歴史民俗資料館につきましては、先ほども申しましたよう

に直営という方針になりましたので今後運営体制について行政内部で

協議しまして４月１日からの直営による管理運営をスタートしていこ

うというふう考えております。以上です。 
      それから２点目なんですけども、次に市民プール整備事業に係る発掘

業務についてということで御報告を申し上げます。めくっていただいて

４枚目の資料になります。場所は皆さんも御存じだと思うんですけども、

道の駅の裏側、駅との間に土井木工さんのラインなんですけれども、道

の駅の臨時駐車場と今、芝生広場として活用しているところ一帯が今後

プールとして整備されるというところで、そこの土地自体が備後国府跡

の八反田地区という古代山陽道にまつわる遺構がこれまでに発掘調査

で見つかっておりますので、そちらでもプールが建設されるということ

ですので、壊される部分、それから、水色で示しているのがプールの建

物が建つんですけど、そこを発掘調査の対象範囲として発掘調査を行っ

ていく。発掘調査については直営ではなくて業務委託としてこれから募

集をしております。状況としましては、今、発掘調査を請け負っていた

だく入札のための業者を募集しているというところでございます。発掘

調査事態につきましては、契約が９月の初旬になると思うんですけども、

この初旬から令和６年３月２９日までの約６か月間を調査の対象期間

として、調査を行ってまいります。 
      古代山陽道、先ほども申しましたけども、当時は古代山陽道の道路跡

が現状の道路と並行して残っていますので、その部分については遺跡の

価値からも現地保存するということは考えたいなと思っております。そ

れから、調査期間中におきましては、発掘調査された上がった成果を現

地説明会おいて開催するという状況にございます。 
      以上でございます。 
教育長   続いて、ありますか。学校教育課はないですか。 

      大川課長。 

大川課長  それでは学校教育課から学校の状況等について御報告をさせていただ

きます。 
      まず学校の状況等です。明日から２学期が始まります。それからキャ



18 

リア体験学習が８月２９日から９月９日まで実施予定です。それから

「山・海・島」体験活動、主に小学校５年生の生徒が行う宿泊体験学習

なんですが、８校中５校がもう既に終了しており、８月３０日が南小学

校、それから、８月３１日に府中明郷学園が出発予定です。国府小学校

は少し遅れておりまして１０月１６日に実施予定となっております。 
      生徒指導の状況です。夏期休業中でございましたので令和５年７月末

現在の生徒指導状況の諸問題についての資料のほうを御覧ください。暴

力行為が４件、計１４件。いじめ認知件数が２件、計１０件。不登校児

童生徒数が８名、計３９名。暴力行為の件数が７月末現在で昨年度の件

数と同数となっております。背景といたしましては、マスク着用の緩和

や様々な活動がコロナ禍以前に戻ったことにより、児童生徒同士が触れ

合う場面が増えたことが考えられます。また、暴力行為の背景には児童

生徒の困り感が必ずあり、言葉で上手に伝えることができない。また、

いらいらした感情を抱えており、ある瞬間に爆発してしまい暴力に至っ

てしまうなど報告を受けております。事案が生起した際、後の指導の中

で暴力行為はいけないことであるということを伝えることはもちろん

ですが、児童生徒の困り感を見つめ直すことができるような指導ができ

るよう各学校に指導をしている状況です。 
      また、長期休業明けは児童生徒の心が不安定になるということも考え

られます。全児童生徒と元気で会えることを最大の目標に掲げ、児童生

徒の環境の変化や心情の変化をキャッチすることができるよう、特に明

日始業式ですので教職員と児童生徒の関わる時間を十分確保するよう

指導しています。あわせて、８月末より匿名相談アプリについて新１年

生のＳＯＳの出し方教室であるとか、活用についての出前授業を開始い

たします。また、そのほかの学年につきましても再度いじめ相談アプリ

の活用についてポスターやステッカーなどで再周知をして、子供が少し

でも相談できるようにチャンネルを増やすよう継続した取組を続けて

いきたいというふうに考えております。 
      学校教育課からは以上です。 
教育長   それでは先、大森課長。 

大森課長  よろしいでしょうか。すいません、先ほど光熱水費の上昇等がござい

ました。ちょっと昨年の決算額と比べてみました。２３８ページの決算、

この決算書を御覧いただきますと２３８ページ、小学校費の備考欄を見

ていただきます。小学校管理に要する経費、上から７行目、光熱水費と

いうところございます。今年４，７８２万３千円ですけれども、昨年３，



19 

５１８万７千円でした。昨年に比べると１，２００万円以上の光熱費の

アップとなります。３５％以上のアップでございます。２４０ページの

中学校費にしましても中学校費の光熱費、これが今年２，９３２万６千

円ですけれども、昨年２，３６０万円、約６００万円の値上がりという

ところで、これも２５％から３０％近い値上がりしたといったところで、

小学校、中学校費を昨年と比較したものです。よろしくお願いします。 

教育長   先に連絡事項やりましょうか。 

      では、連絡事項ありましたら、発言をお願いいたします。 

      和田係長。 

和田係長  それでは次回の教育委員会会議の日程でございます。９月２１日木曜

日１時半からを予定しておりますので、日程の確認等よろしくお願いい

たします。 

      以上でございます。 

教育長   それでは議案第２５号なんですけれども、この後休憩に入って再開を

させていただきたいと思うんですけれども、議案第２５号については門

田教育部長、大森教育政策課長、大川学校教育課長、津田学校教育課主

幹、松本学校教育課主査、和田教育推進係長の出席を求めたいと思いま

す。 
      それでは一旦休憩といたします。再開は１０分後を目安に行いたいと

思いますので、４５分からスタートということで休憩をさせていただき

ます。よろしくお願いします。 
      
     議案第２５号 非公開 
       
教育長   その他、何かありましたら、御発言お願いいたします。 

      事務局何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

      （なしの声） 

教育長   それでは、大変長時間にわたりありがとうございました。 

      以上をもちまして、令和５年第１０回の教育委員会会議を終了いたし

ます。大変お疲れさまでした。 

 


